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こども性暴力防止法への対応について

令和８年３月

岐阜県障害福祉課

※本資料の内容は、令和8年2月13日に国が開催した事業者向け説明会資料等を基に作成
しています。詳細については、こども家庭庁ホームページに掲載されている「こども
性暴力防止法ガイドライン」や「事業者向け説明会の配信動画」等をご確認ください。

資料⑤ー２
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内 容

１．犯罪事実確認について

２．防止措置について

３．情報管理措置について

４．こども性暴力防止法関連ｼｽﾃﾑの事業者ｱｶｳﾝﾄ登録について

５．今後の法施行までのスケジュールについて
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１．犯罪事実確認について
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２．防止措置について
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３．情報管理措置について
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４．こども性暴力防止法関連システムの
事業者アカウント登録について
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５．今後の法施行までの
スケジュールについて
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https://www.cfa.go.jp/policies/childsafety/efforts/koseibouhou/information-session

https://www.cfa.go.jp/policies/childsafety/efforts/koseibouhou/information-session

	スライド 1: こども性暴力防止法への対応について
	スライド 2: 内　容
	スライド 3
	スライド 4
	スライド 5: １．犯罪事実確認について
	スライド 6
	スライド 7
	スライド 8
	スライド 9
	スライド 10
	スライド 11
	スライド 12
	スライド 13
	スライド 14
	スライド 15
	スライド 16
	スライド 17: ２．防止措置について
	スライド 18
	スライド 19
	スライド 20
	スライド 21
	スライド 22: ３．情報管理措置について
	スライド 23
	スライド 24
	スライド 25: ４．こども性暴力防止法関連システムの 　　事業者アカウント登録について 
	スライド 26
	スライド 27
	スライド 28: ５．今後の法施行までの 　　　スケジュールについて
	スライド 29
	スライド 30
	スライド 31

